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ご契約者様は、控えとして本紙コピーを必ずお受け取りください。　1424409


米国納税義務者等についての確認書
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社　宛
	
	申告日
	　　令和　　　年　　　月　　　日

	米国納税義務者等の確認欄

	ご署名欄（米国納税義務者の該当有無にかかわらずご署名ください。）

	＜確認対象者自署＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人印 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　印　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人の場合には法人印を押印ください。

	いずれかに
チェック
願います。
	□　米国納税義務者等にあたらない方
私は米国納税義務者（個人・法人）および米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体に該当しません。 
（各種申込書・請求書等における自己宣誓の内容が誤りの場合は訂正します。）

	
	□　米国納税義務者等にあたる方
私は米国納税義務者（個人・法人）または米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体に該当します。
貴社との生命保険契約※に関するすべての情報を米国内国歳入庁（ＩＲＳ）に提供することに同意します。 
※今回契約ならびに今後貴社と契約するすべての生命保険契約について同意します。

	米国納税義務者等にあたる方は以下にもチェックしてください。

	□確認対象者が米国納税義務者等
	□実質的支配者が米国納税義務者等
　かつ投資所得の割合が５０％未満
	□実質的支配者が米国納税義務者等
　かつ投資所得の割合が５０％以上


実質的支配者がご署名ください。


	実質的支配者のご署名欄以上で確認は完了となります。
契約者等が「米国納税義務者」に該当する場合、契約者等がご申告ください。


	＜自署＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人印 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　印　
　　　　　　　　　法人の場合には法人印を押印ください。


実質的支配者がご申告ください。


	ご申告欄 
	別紙を確認し、以下申告内容を米国内国歳入庁（ＩＲＳ）に提供することに同意します。

	氏名・名称（ローマ字） 
※名・姓の順でご記入ください 
※法人名は英語表記も可
	（記入例）【個人の場合（氏名）】Taro Himawari【法人の場合（法人名称）】Sompo Himawari Life Insurance Inc.


	住所・所在地（ローマ字） 
※ご登録の通信先住所と同じ場合は○で囲んでください⇒

	（記入例）△-△-△, Kasumigaseki , Chiyoda-ku, Tokyo,　〒△△△-△△△△
通信先住所に同じ



	米国納税者番号
（ＴＩＮ）
※いずれかを記載ください
	□　社会保障番号
　　（SSN）
	
	
	
	－
	
	
	－
	
	
	
	

	
	□　雇用者番号
　　（EIN）
	
	
	－
	
	
	
	
	
	
	



	取扱者記入欄
	営業店受付日
	本社担当者

	申込番号
	
	
	

	証券番号
	
	
	

	年金番号
	
	
	


新契約部　２４．０４（８９０４４７）

外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）

　当社では、米国の「外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びＦＡＴＣＡ実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力および理解に関する声明」に対応するため、生命保険の締結等に際し、お客さまが米国納税義務者（個人・法人）または米国納税義務者を支配者に含む米国以外の事業体（注１）に該当するかについての申告をいただいております。
　お客さまがこれらに該当する場合は、「米国納税義務者等についての確認書」のご提出をお願いします。なお、お客さまが米国以外の「金融機関（注２）」に該当する場合には、担当者にご相談ください。 
 また後日お客さまが米国納税義務者（個人・法人）または米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体に該当しなくなった場合、「米国納税義務者等についての確認書」に記載した内容に変更が生じた場合は、当社あてにご連絡をお願いします。 

（注１）米国納税義務者（個人・法人）または米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体とは次の方々をいいます。 
	
	区分 
	説明 

	米国納税義務者
	個人
	米国市民 
	米国市民権を有する方をいいます。 

	
	
	米国居住者 
	米国税務上の米国居住者（１８３日以上米国に滞在（※）又は永住権所有者）に該当する方をいいます。 
※滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の３分の１に相当する日数と前々年の日数の６分の１に相当する日数も考慮されます。従って、各年の米国滞在日数の合計が次の日数となる場合、米国居住者に該当します。 
（Ｆビザ（学生）、Ｊビザ（交換留学生・研究者）、Ｍビザ（専門学生）等を除く。） 
（当年の米国滞在日数）＋（前年米国滞在日数×１／３）＋（前々年の米国滞在日数×１／６）≧１８３日 

	
	
	
	上記に該当しない場合（滞在日数１８３日未満の米国駐在員等）は米国居住者には該当しません。 

	
	法人
	米国事業体 
	米国法令に基づいて組成された法人、パートナーシップ等をいいます。 

	
	
	
	米国の上場法人及びその関連会社、米国非課税団体、米国銀行、米国不動産投資信託等は、米国事業体には該当しません。 

	
米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体
	米国事業体に該当しない事業体のうち、米国納税義務者が実質的支配者（※1）である投資を目的とした事業体（※2）上場法人及びその関連会社等を除く）をいいます。 
※1実質的支配者：２５％超の議決権を保有する方（自然人）をいいます。 
※2投資を目的とした事業体：総収入のうち、配当金・利息等の投資所得が５０％以上である、
又は、保有資産のうち投資所得を生み出すために保有している資産の割合が、前年を通じて５０％以上の事業体をいいます。
 
なお、米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体に該当する場合、実質的支配者の方から申告をいただきます。

	
	上記に該当しない場合は、「米国納税義務者を実質的支配者に含む米国以外の事業体」に該当しません。


（注２）金融機関とは、米国税制上の金融機関をいいます。例えば以下の業態が該当します。
　　　　・銀行等預金取扱機関、証券会社類、保険会社等 






	FATCAに関する越境移転対応の情報提供について

	〇FATCAに基づき、当社が米国内国歳入庁や本邦国税庁へ、租税の賦課徴収のため、米国納税者番号（米国雇用主番号）や生命保険の内容（契約者名、証券番号等）を提供する場合があります。

	〇米国の個人情報の保護に関する制度については、以下のとおりです。
　詳細については、個人情報保護委員会HP（https://www.ppc.go.jp/）をご覧ください。

　＜米国の個人情報の保護に関する制度（概要）＞
　・包括的な法令は存在しませんが、公的部門に適用される法令として、電子通信プライバシー法（ECPA）や、医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）があります。
　・EU の十分性認定は受けておりません。
　・APEC のCBPR システムに2012 年7 月25 日に参加しております。
　・OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する義務又は本人の権利に関しては、①収集制限の原則、⑤安全保護の原則、⑦個人参加の原則について、HIPAA に一部規定されており、④利用制限の原則についてはECPA 及びHIPAA に一部規定されています。
　　②データ内容の原則、③目的明確化の原則、⑥公開の原則、⑧責任の原則については、該当する規定は不見当です。
　・その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当です。

	〇提供先である米国内国歳入庁においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置をすべて講じております。
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